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令和 ４ 年 ９月 ８日 決定 
 
 
教職員・学生 各位 

 
 

保健管理センター   
医学部附属病院感染制御部   

 
 

COVID-19陽性者の就業・就学制限に関する考え方について 
 
 
平素より、新型コロナウイルス対策にご協力いただき感謝申し上げます。 

 さて、標記のことについて、厚生労働省からの通知や最新の知見等に基づき、今後の本
学における、COVID-19 陽性者の就業・就学制限に関する考え方は、以下のとおり取扱い
ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
 
■陽性者の自宅待機期間について 
（透析患者又は免疫不全状態にある患者ではない場合） 
 
症状軽快後２４時間経過かつ自宅待機 7日間で、８日目から就業・就学可。 

 
 
【本学構成員として、遵守徹底すること】 
１．発症日から１０日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温な
ど自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設
への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスク
を着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。 

 
２．なお、療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から２４時間経
過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交
通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的
な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外
出を行うことは差し支えありません。 

 
以上 

 


